
２１世紀の森と広場の自然生態園が都市公園を象徴する施設 
「都市公園制度制定 150周年記念公園施設」に登録されました 

令和６年１月２９日に国土交通省が「都市公園制度制定１５０周年記念公園施設」

の一つとして松戸市「２１世紀の森と広場の自然生態園(約６万㎡)」を登録したこと

を公表しました。 

松戸市は令和７年に、第３６回全国「みどりの愛護」のつどいを「２１世紀の森と

広場」と「森のホール２１（松戸市文化会館）」で開催することを、令和６年１月２５

日に公表しておりますが、国や県と連携して開催の準備をしっかり進め、本施設を含

めた市の魅力を全国へ発信したいと考えております。 

●登録の概要
令和５年が都市公園制度のはじまりとされる明治６年（１８７３年）太政官布達

第１６号（当時の法律）が発出されてから１５０年という記念の年で、それを記念

しての登録です。 

●評価のポイント
都市公園制度制定１５０年の歴史を象徴する施設として、本市の昭和３０年代以

降の高度経済成長期における急速な市街化を踏まえ、残された自然を守り育てる

「自然尊重型都市公園の自然生態園」として平成６年(１９９４年)に整備された施

設であること等が評価されました。 

●登録の状況
全国の４７都道府県と２０政令市に約１１万３，８００箇所ある都市公園のうち

１６５施設が登録され、千葉県では県内に約６，３００箇所ある都市公園のうち松

戸市を含む７つの施設が選ばれました。登録後は、国から自治体に登録証を発行す

るとともに、１５０周年記念事業として適切に記録し、後世に伝えるとのことです。 

松 戸 市 報 道 資 料

令和６ 年１月３１日 

【本件に関する問い合わせ先】 
〒２７１－００７２  千葉県松戸市竹ケ花１３６番地の２ 

松戸市街づくり部公園緑地課  

☎０４７－３６６－７３８０ ＦＡＸ０４７－７０４－３９９３

✉ mckouen@city.matsudo.chiba.jp
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